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Ⅰ 指導監査  

 

1 指導監査の概要 

 

（１） 指導監査の目的 

保育所及び幼保連携型認定こども園等の指導監査は、児童福祉法や認定こども園法の規定

に基づき、県条例で定める設備及び運営に関する基準を維持し、施設の適正な運営、安全・安心

な環境の確保及び教育・保育の質の向上を図ることを目的に実施しています。 

 

（２） 指導監査等の対象 

ア 児童福祉施設等 

保育所（保育所型認定こども園を含む）、幼保連携型認定こども園 

乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設 

社会福祉法人（生活こども部所管法人） 

イ 認可外保育施設 

 

（３） 指導監査等の類型 

ア 児童福祉施設等に対する指導監査 

ａ 一般監査 

指導監査事項全体について、児童福祉施設の所在地において行うもので、原則、実地で

行います。 

ただし、必要と認められる場合には、書面監査を行うこともあります。 

実施頻度は 1 年に 1 回です（法人は 3 年に 1 回）。 
 

ｂ 特別監査 

特定の指導監査事項を定め重点的又は改善が図られるまで継続的に行うもので、特命

により行う指導監査を指します。実地で行います。 

 

イ 認可外保育施設に対する立入調査 

定期的に施設に出向いて現地確認や聞き取り、書類の確認等を行うものです。 

実施頻度は原則 1 年に 1 回です。 

 

（４） 指導監査等に基づく改善指導 

指導監査等の結果については、軽微なものは口頭指摘とし、基準違反等の重要なものは文書

指摘として通知を行い、改善状況の報告を求めています。 

重大な基準違反が認められた場合や度重なる一般監査によっても改善の措置が認められな

い場合は、業務改善命令を行うことがあります。 
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（５） 市町村との連携 

指導監査等への同行や指摘事項の共有等により、市町村と指導の連携を図っています。 

 

（６） 指導監査等の情報公開 

群馬県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には、指導監査等の結果通知及びこれ

に対応する改善報告について、個人情報を除き開示しています。 

 

（７） 令和 3 年度の指導監査実施方針 

前年度の指導監査結果の分析等を行い、「令和 3 年度児童福祉施設等指導監査実施方針」を

策定し、より実効性のある指導監査を実施しました。 
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令和３年度児童福祉施設指導監査実施方針 

 

                                                              令和３年４月１日 

                     生活こども部生活こども課 

 

１ 趣旨 

県は、「ぐんま子ども・若者未来ビジョン 2020」（以下、「計画」という。）を策

定し、令和２年度から令和６年度の５年間にかけて、子育ての希望実現に取り組むと

ともに、虐待防止などにより全ての子どもが等しく次世代に希望をつないでいけるよ

う全力で取り組んでいくとしている。 

計画では、安全・安心な保育環境の確保や幼児教育・保育の質の向上を図るため、

施設整備及び運営支援、人材確保及び資質向上等の具体的施策を展開するとしており、

指導監査の実施も掲げられている。 

これらを踏まえ、群馬県児童福祉施設指導監査実施要綱第７の規定に基づき、本年

度の児童福祉施設に対する指導監査の重点項目を次のとおり定める。 

また、群馬県認可外保育施設立入調査実施要項第６条により定める認可外保育施設

に対する立入調査の重点項目も同様とする。 

 

２ 重点項目 

（１）虐待防止対策 

  ア 定期的な職員研修の実施 

  イ 風通しの良い組織運営の確立 

  ウ チーム体制による支援及び情報共有 

（２）事故防止対策 

  ア 人員基準及び面積基準の遵守 

  イ 事故再発防止策の実践と定着及びヒヤリハット事例の活用 

  ウ 食物アレルギー誤食事故防止の体制整備 

（３）非常災害対策 

  ア 非常災害対策マニュアルの共通理解及び情報共有 

  イ 被害想定に応じた定期的な避難訓練等の実施 

  ウ 非常時の迅速な連絡手段及び引渡方法の確立 

（４）感染症対策 

  ア 感染症対策マニュアルの共通理解及び情報共有 

  イ 食中毒予防の体制整備 

  ウ 共有設備等の衛生管理 
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実地 書面

66 119 100% (-38)

56 51 100% (+2)

14 0 100% (-1)

3 0 100% (±0)

1 0 100% (-1)

8 0 100% (±0)

1 0 100% (±0)

1 0 100% (±0)

33 11 39% (-2)
私学・子育て

支援課

169 181 83% (-39)

実施数 実施率 前年度比

－ ー ー

－ ー ー

－ ー ー

－ ー ー

【児童福祉施設等】

　（１） 一般指導監査の実施状況

２　一般指導監査の実施状況・結果

事業種別

計 

内
　
訳

1

児童自立支援施設

実施数

母子生活支援施設

乳児院

     実施状況

施設等所管課

私学・子育て
支援課

保育所 (※２)

対象数
(※１)

（※２） 複数の事業種別を経営する法人は、主たる事業種別に計上しています。

（※1）  新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、令和３年度は法人監査を実施していません。

(※２)  保育所には、保育所型認定こども園（５施設）を含みます。

(※１)  対象数は、休止中の施設を除きます（保育所１）。

計 

【社会福祉法人】

事業種別 対象数

－

－

(※３)  認可外保育施設の実施数（実地）の内訳は次のとおりです。

－

－

 夜間・一時預かり（６）、病児病後児（２）、事業所内・病院内・店舗内（１３）、その他一般認可外（１２）

児童福祉・青少年課

実施状況

児童養護施設等設置社会福祉法人

幼保連携型認定こども園
設置社会福祉法人

保育所設置社会福祉法人

児童福祉・
青少年課

1

認可外保育施設 (※３) 114

420

児童養護施設等

法人所管課

私学・子育て支援課

実施率 前年度比

幼保連携型認定こども園

児童心理治療施設

児童養護施設

185

107

14

8

3

1
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前年度比

3 - - 1 4 (-9)

1 4 - - 5 (-8)

- 5 - - 5 (-1)

1 - - - 1 (-2)

2 2 - - 4 (-2)

- - - - 0 (±0)

- - - - 0 (±0)

- - - - 0 (-2)

7 11 0 1 19 (-24)

6 施設 7 施設 0 施設 1 施設 14 施設

前年度比

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

【児童福祉施設等】（文書指摘件数）

　（２）一般指導監査の結果

　　　　　　　　　施設別

保育所設置
社会福祉法人

幼保連携型
認定こども園

設置社会福祉法
人

児童養護
施設等設置

社会福祉法人

計保育所・
保育所型

認定こども園

幼保連携型
認定こども園

児童養護
施設等

　　項目

　　 項目

計

認可外
保育施設

人員基準・職員

設備基準

防災・防犯対策

食事の提供

保育(教育)・処遇

※ 新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、令和３年度は法人監査を実施していません。

運営基準

預り金

弾力運用

　　　　　　　　　法人別

文書指摘施設数

計 

【社会福祉法人】（文書指摘件数）

計 

法人運営

事　　業

管理（会計等）

- 5 -



項目 件数

1

1

1

設備基準 1

食事の提供 1

1

1

7

2

2

1

1

3

1

1

11

人員基準・職員 1

1

19

    実施なし

計 

人員基準・職員

保育に従事する職員を常時2人以上配置していない

職員定数の一部に非常勤職員を充てる場合の配置要件を満たしていない

保育（教育）・
処遇

過去２年度の平均在所率が120%を超過している

 食物アレルギー対応児に係る最新かつ正確な情報が園全体で共有されていな
い

乳児室・ほふく室で面積基準を超過している

 施設長としての専門性の向上に努め、職員の専門性の向上と環境整備に努め
ること

施設・設備の安全点検を毎学期１回以上実施していない

乳児室・ほふく室で面積基準を超過している

水害対策マニュアルの未整備及び水害対策訓練の未実施

避難訓練及び消火訓練を毎月１回以上実施していない

利用者等からの苦情を適切に解決する手順や方法が整備されていない

設備基準

　（３）文書指摘の内訳

【児童福祉施設等】

類型 指　　摘　　内　　容

計 

保育所・
保育所
型認定こ
ども園

幼保連
携型認
定こども
園

防災・防犯対策

３　特別指導監査の実施状況・結果

認可外
保育施
設

合計

不審者対応マニュアルの未整備及び防犯訓練の未実施

計 

学校安全計画が策定されていない

保育に従事する職員を常時２人以上配置していない

保育（教育）・
処遇

満３歳未満児について個別的な計画が作成されていない
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Ⅱ 事例等  
 

１ 指導監査（立入調査）の項目について 

施設の適正な運営、安全・安心な環境の確保及び教育・保育の質の向上を図ることを目的に、児童福祉施 

設等の指導監査を実施しており、主に下記の項目について確認、指導を行います。 
  

項目 主な内容 

人員基準・職員 職員配置、資格要件、職員の健康状態の把握、職員研修の実施状況 等 

設備基準 施設及び保育室等の面積、設備及び遊具等の維持管理 等 

防災・防犯対策 
消防用設備の点検状況、避難及び消火訓練の実施状況、非常災害対策、 

防犯対策 等 

食事の提供 
給食等の提供状況、衛生管理の状況、食物アレルギーのある児童への対応、 

給食委託等の状況 等 

保育（教育）・処遇 
保育（教育）の内容（指導計画等）、子どもの健康状態の把握、事故予防及び 

再発防止、感染症対策、自己評価及び第三者評価の実施状況 等 

運営基準 園則、運営規程、利用者への情報提供 等 

預り金 預り金の保管、管理（受払）、返還手続 等 

弾力運用 委託費の弾力運用、措置費の弾力運用 
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２ 主な指摘事項について 

 

（１） 児童福祉施設 

保育所、幼保連携型認定こども園の指導監査で指摘した主な事項は次のとおりです。 

 

項目：設置基準 

事例 1  乳児室、ほふく室での面積基準の超過 

乳児室、ほふく室で、面積あたりの定員を超えて児童を保育している 

 
保育所は「群馬県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」（以降、「最低基準条例」とい

う）第 45 条で、幼保連携型認定こども園は「群馬県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及

び運営に関する基準を定める条例」（以降、「幼保基準条例」という）第 9 条で、児童 1 人あたりに必要な保

育室の面積数を次のとおり定めています。 

・ほふくしない満 2 歳未満児 ： 1 人あたり 1.65 ㎡以上 

・ほふくする満 2 歳未満児 ： 1 人あたり 3.3 ㎡以上 

・満 2 歳以上児 ： 1 人あたり 1.98 ㎡以上 

 

満 2 歳未満児は利用ニーズが高い一方、基準より狭い範囲内で児童を保育している事例が散見されます。

また、常態的に面積基準を超過しているものの、なかなか改善が進まない事例もあります。 

十分な面積が確保できないままの保育は事故のリスクが高まるほか、保育の質の低下も懸念されます。

基準を遵守し、児童の安全確保に努めてください。 

 

 

項目：防災・防犯対策 

事例 2  避難訓練及び消火訓練の実施回数が基準を満たしていない 

施設の立地等に即した避難訓練と消火訓練を毎月 1 回以上実施していない 

 

保育所は「最低基準条例」第 7 条で、幼保連携型認定こども園は「幼保基準条例」第 14 条で、避難訓練及

び消火訓練を毎月 1 回以上実施するよう定めています。 

避難訓練については、火災・地震を想定した避難訓練のみ行っており、水害や土砂災害など、施設の立地

や地域の特性に即した災害対策が検討されていない事例や、ハザードマップの確認が不十分な事例があり

ました。 

消火訓練については、実施基準を満たしていない施設が散見されました。特に、水害や土砂災害等、二次

災害として火災が想定されにくい避難訓練を実施した際に、消火訓練の実施を失念する事例が多くありま

す。 

施設の実情に即した避難訓練を実施するとともに、避難訓練と消火訓練はそれぞれ毎月 1 回以上実施し

てください。また、実施後には振り返りを行い、職員の協力体制の見直しや施設を取り巻く環境等を再確認

し、より実効性のある訓練となるよう努めてください。 
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項目：食事の提供 

事例 3  食物アレルギーへの対応が不適切 

食物アレルギーのある子どもの最新の情報を園全体で共有していない 

 

保育所は、「保育所保育指針」第 3 章 2（2）ウで、幼保連携型認定こども園は「幼保連携型認定こども園 

教育・保育要領」第 3 章第 3 節 6 で、食物アレルギーのある子どもに対して、かかりつけ医等の指示や協

力の下に適切に対応するよう定めています。 

食物アレルギーは成長とともに治癒することが多いことから、対象児それぞれの対応方法を正しく把握

する必要があり、年に 1回以上は医師の診断に基づく生活管理指導表（学校生活管理指導表）の提出を求め

ています。また、医師の診断及び指示に基づいて、施設全体で組織的に対応してください。 

令和 3 年度の指導監査では、「生活管理指導表の内容と施設が把握している除去対応の内容が異なって

いる」「食物アレルギー対応の情報が全職員の共通理解となっていない」等の対応状況が散見されました。

対象児の多さや個別対応の煩雑さから確認が疎かになり、人的エラーが発生している事例もありました。 

不適切な対応は重症化や誤食を招く可能性もあるため、医師の診断及びガイドラインを遵守し、適切に対

応してください。 

 

 

 

（2） 認可外保育施設 

認可外保育施設の立入調査で指摘した主な事項は次のとおりです。 

 

項目：人員基準・職員 

事例 1  保育従事者の配置数が基準を満たしていない 

  保育している児童が 1 人以上いる時間帯に、保育従事者を 2 人以上配置していない 

 

「群馬県認可外保育施設指導監督基準」第 1 1（1）で、保育に従事する者の人数について、「現に保育さ

れている児童が 1 人である場合を除き、2 人を下回ってはならない」と定めています。 

保育中における事故防止の観点から、保育時間における従事者の人数を規定しています。1 日に利用す

る児童数が変動するような施設であっても、1 人以上の児童を保育する場合には従事者も 2 人以上配置し、

児童の安全確保に努めてください。 
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 3 優良・好事例について 

児童福祉及び児童の安全の確保の観点から、特に優れた取組及び事例を紹介しますのでご参考ください。 

 

項目：保育（教育）・処遇  

事例 1  ヒヤリハット事例の収集・活用 

  ヒヤリハット事例をマッピングし、施設内の注意箇所を可視化した 

 
重大事故防止対策のひとつである、ヒヤリハット事例の収集及び活用が優れている事例です。事例の発生場所

を園内地図に落とし込み、職員が毎日見る場所に掲示することで、注意か所の共有と危機意識の向上に役立てて

います。 

他にも、活発に事例収集が行われている施設では、「報告様式の簡素化」「事例を大学ノートに箇条書きする」

「注意事項をまとめたチェックシートを作成する」等、事務の省力化を考慮した優れた取組が行われていました。 

ヒヤリハット事例は事故や怪我の予兆であることも多く、早期発見や危機意識の共有が重要な一方で、職員間

で共通認識が図られていない、「当たり前」や「普通」といった認識、日常業務の多忙さ等により事例収集が難航し

ている施設が多々見受けられました。職員の負担感を減らしつつ、活発に事例収集される体制整備を検討いただ

き、子どもの安全確保と職員間の連携の強化に努めてください。 

 

項目：保育（教育）・処遇  

事例 2  障害等配慮が必要な児童の支援 

  特別な配慮が必要な児童に応じた個別計画を作成し、関係機関と連携した支援を図った 

 
特別な配慮が必要な児童について個別計画の必要性を検討し、必要と判断した場合には、年齢を問わずに個

別計画を作成している事例です。この事例では、計画の期間を半年（前期、後期）に定め、①生活習慣 ②意思疎

通 ③集団適応 の項目ごとに、児童の実態や達成目標、支援方法を検討する他、保護者との連携状況等を明確

にしている点も優れています。 

児童に応じた適切な支援には、発達過程や障害の状態の把握と家庭や関係機関と連携が欠かせません。必要

に応じて児童の支援方針を明確に定めることで、関係者間の共通認識や家庭との生活の連続性の確保、保育の

質の確保に繋がります。 

 

項目：保育（教育）・処遇  

事例 3  保育サービスの提供の工夫 

  登園自粛中の児童に向けて、保育活動の動画配信やテレビ通話を行った 

 

新型コロナウイルス感染拡大による登園自粛期間に、保育士（保育教諭）による動画配信や、テレビ通話で家庭

保育中の児童の様子を確認した事例です。想定外の事態でも保育の提供を模索し実践した優れた事例であり、時

代にあった手段でサービスの提供に取り組んだ点も優れています。 

特に、動画配信については、それまで動画編集未経験だった保育士（保育教諭）達で企画・撮影・編集・配信の全

てを行いました。園での様子や子どもが好きな絵本・歌等が分かって良かった等、保護者から大変好評だったと

のことで、自粛期間終了後も、夏期や年末年始等に各家庭で活用されたとのことです。 

※著作権侵害にあたらないよう、取扱いには十分注意してください。 
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